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【集計組合数：391 組合(加重平均)】 

【調査時点：５月 24 日現在】 

 

□ 妥 結 額  ５，９６７円（前年：５，４２２円） 
 

□ 賃上げ率  ２．００％（前年：１．８３％） 

 

【調査結果の特徴点】 

■全体平均では、妥結額、賃上げ率ともに４年ぶりに増加を示す。 

■産業別の妥結額は、製造業が非製造業より高くなっている。 

 

 

■大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課は、今年の府内労働組合の春季賃上げの妥結状況等 

をまとめました。 

■本集計は、定期昇給及びベースアップ（またはこれらに相当する賃上げ額）の合計額を記載しています。 

■６月１３日に本調査の詳細分析(同一の組合による対前年比較)を当課ホームページに掲載します。 

併せてご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課 

地域労政グループ 裏野・長宗 

▽直 通 06-6946-2606 

◆大阪府労働環境課 ホームページ 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html  

右記のＱＲコードからもご覧いただくことができます。 

令和４年 

春季賃上げ要求・妥結状況 最終報 

http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/chousa/list3505.html
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本調査の調査対象・集計方法 
■本調査は、府内に所在する約 1,700 組合を調査対象として実施し、５月 24 日までに妥結額が把握できた 

479 組合のうち、平均賃金額、組合員数が明らかな 391 組合(１37，988 人)について集計(加重平均・組合員

一人あたり平均)しました。 

【集計方法について】 

 加重平均は以下の方法で算出しています。 

 加重平均＝（各組合の妥結額×各組合の組合員数）の合計/各組合の組合員数の合計 

 
経済的背景と要求・交渉経過 
 
（１）経済的背景と労使交渉等の動向 

・令和３年 11 月 26 日に開催された「第３回新しい資本主義実現会議」において、岸田総理は、「成長の果

実を国民一人ひとりが実感できる新しい資本主義を実現する鍵は『人』への投資にある」とし、民間の労使に

対して、「来年の春闘において、業績がコロナ前の水準を回復した企業について、３％を超える賃上げを期

待する」と述べ、民間企業で働く労働者の賃上げに期待感を示しました。 

 

・内閣府は、令和４年２月 17 日に公表した月例経済報告において、「景気は、持ち直しの動きが続いている

ものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる」とし、また、先行き

については、「感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で各種政策の効果や海外経済の改

善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染拡大による影響や供給面での制約、原材

料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある」などとする判断を示しました。 

 

・その一週間後の２月 24 日にロシアがウクライナへの侵攻を開始すると、翌 25 日の記者会見において岸田

総理は、「ロシアに対する制裁措置の強化・実施」を明らかにするとともに、「原油など燃料価格高騰に対し

て、国民生活や企業活動への悪影響を最小限に抑える」ことを明らかにしました。 

 

・こうした国際情勢や経済的背景のもと、金属労協（ＪＣＭ）を構成する産業別労働組合傘下の組合では、 

２月下旬までに要求書を提出し、３月 16 日の集中回答日に向けて大手組合を中心に回答の引き出しが 

進められました。また、中堅・中小組合においても３月末までの決着をめざして精力的な交渉が展開されま

した。 

 

・内閣府が４月 21 日に公表した月例経済報告では、景気の先行きについて、「ウクライナ情勢による不透明

感がみられる中で、原材料価格の上昇や金融資本市場の変動、供給面での制約等による下振れリスクに

十分注意する必要がある」との判断が示され、加えて、５月９日に行われたＧ７テレビ会議をふまえた首脳

声明において「ロシア産原油の原則禁輸措置」を採ることが明らかにされました。 

 

・こうした状況のもと、燃料価格高騰の影響により経営環境に厳しさが増している中小企業を中心に、現在も

多くの企業労使による交渉が継続されています。 
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（２）労働団体及び経済団体の春闘における主張（概要） 
 

労働側 経営側 

○連合「連合白書（2022 春季生活闘争の方針と

課題）」（令和 3 年 12 月） 

〈基本的な考え方〉  

・所定内賃金で生活できる賃金水準を意識して「人

への投資」を継続的に行うことが必要である。とり

わけ、中小企業や有期・短時間・契約等で働く者

の賃金を「働きの価値に見合った水準」に引き上

げることをめざし、「分配構造の転換につながり得

る賃上げ」に取り組む。 

・すべての組合が月例賃金の改善にこだわり、それ

ぞれの賃金水準を確認しながら、「底上げ」「底支

え」「格差是正」の取り組みをより強力に推し進め

る。  

  

〈具体的な要求指標〉 

・賃上げ分２％程度、定期昇給相当分（賃金カー

ブ維持相当分）を含め４％程度の賃上げを目安と

する。 

・企業内最低賃金協定 1,150 円以上 

 

 

○全労連・国民春闘共闘委員会「22 年国民春闘 

方針」（令和 4 年１月） 

 〈基本的な考え方〉  

・最低賃金の全国平均の 1.1 倍以下で働く人の割

合は 2020 年に 14.2％となり、2009 年の 7.5％

から 10 年で倍増しており、低賃金で働く人が増え

ている。 

・非正規労働者や低賃金の正社員が増えたことが

要因の１つで、コロナ禍が脆弱な雇用構造に追い

打ちをかけている。 

・正規・非正規雇用、移住労働者を問わず、すべ

ての労働者の実質賃金の減少分を解消し、ベー

スアップによる実質賃金の引上げと年間収入増

実現をめざす。 

 

〈具体的な要求指標〉 

・賃上げ要求：月額 25,000 円以上 

時間額 150 円以上  

・最低賃金要求：時間額 1,500 円以上 

 

○経団連「2022 年版経営労働政策特別委員

会報告」（令和 4 年１月） 

〈基本的な考え方〉 

・企業と働き手を取り巻く環境変化への対応の

必要性や、コロナ禍で影響を受けている産業・

企業への配慮、積極的な「人への投資」の重

要性が今次労使交渉における議論の土台と

なる。 

 

・中小企業の賃金引上げが重要とはいえ、実態

から大きく乖離した要求水準を掲げることは慎

重に検討すべきと考える。企業労使で自社の

経営状況等を十分共有することが望ましく、そ

の上で、連合や産業別労働組合など上部団

体の示す要求指標を参考としつつ、建設的な

賃金交渉・協議の実施に資する要求が提案さ

れ、自社に適した着地点が労使で見出される

ことを期待する。 

 

・コロナ禍が長期化し、業種や企業ごとの業績

のばらつきが大きくなっている状況下では、社

内外の考慮要素を総合的に勘案しながら、適

切な総額人件費管理の下、自社の支払い能

力を踏まえ、労使協議を経た上で各企業が賃

金を決定する「賃金決定の大原則」を堅持す

ることの重要性が 2021 年に増して高まってい

る。 

 

・収益が高い水準で推移・増大した企業におい

ては、制度昇給の実施に加え、ベースアップ

の実施を含めた、新しい資本主義の起動にふ

さわしい賃金引上げが望まれる。 

 

・コロナ禍の影響により収益が十分に回復してい

ない・減少した企業においては、事業継続と

雇用維持を最優先にしながら、労使で徹底

的に議論し、自社の実情に適った対応を見

出すことが望まれる。 
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調査結果の概要 
（１）妥結額・賃上げ率の推移 【P５「妥結額・賃上げ率の年次推移」参照】 

 全体平均では、妥結額 5,967 円(前年:5,422 円)、賃上げ率 2.00％（前年：1.83％）となり、妥結額、賃上げ率と

もに 4 年ぶりに増加となりました。 

 

（２）企業規模別の妥結状況 【P６「企業規模別の妥結状況」参照】 

 企業規模別の妥結額をみると、 

「299 人以下」が、5,476 円（対前年比：716 円増、15.0％増） 

「300 から 999 人」が、5,867 円（対前年比：719 円増、14.0％増） 

「1,000 人以上」が、6,026 円（対前年比：480 円増、8.7％増）となり、全ての規模で増加となりました。 

 

（３）産業別の妥結状況 【P７「産業別の妥結状況」参照】 

産業別（大分類）の妥結額は、製造業の妥結額平均が 6,307 円、非製造業の妥結額平均が 5,582 円となり、 

製造業が非製造業より高くなっています。 

なお、全体平均（5,967 円）と比べて妥結額が高かった業種は、「化学（8,782 円）」、「複合サービス事業、   

サービス業（8,410 円）」、 「機械器具（7,944 円）」等となりました。 

一方、低かった業種は、「非鉄金属（2,306 円）」、「運輸業・郵便業（4,692 円）」、「卸売・小売業（5,316 円）」等

となりました。 
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■妥結額・賃上げ率の年次推移 

金額 前年との差 賃上げ率 前年との差 金額
(円) (円) （％） （ポイント） （円）

H5 585 10,614 ー 3.93 ―
6 554 8,632 ▲ 1,982 3.12 ▲ 0.81
7 450 8,316 ▲ 316 2.97 ▲ 0.15
8 492 8,289 ▲ 27 2.86 ▲ 0.11
9 453 8,691 402 2.94 0.08

10 391 7,952 ▲ 739 2.64 ▲ 0.30
11 453 6,115 ▲ 1,837 2.04 ▲ 0.60
12 798 5,733 ▲ 382 1.95 ▲ 0.09
13 669 5,957 224 2.02 0.07
14 473 5,086 ▲ 871 1.70 ▲ 0.32
15 473 4,836 ▲ 250 1.63 ▲ 0.07
16 446 4,961 125 1.66 0.03
17 476 5,198 237 1.72 0.06
18 503 5,388 190 1.80 0.08 434 7,883
19 522 5,503 115 1.85 0.05 447 8,361
20 505 5,739 236 1.89 0.04 455 7,448
21 391 5,426 ▲ 313 1.80 ▲ 0.09 364 8,250
22 397 4,903 ▲ 523 1.65 ▲ 0.15 344 6,677
23 363 5,221 318 1.75 0.10 318 7,077
24 417 5,239 18 1.77 0.02 385 6,379
25 409 5,265 26 1.79 0.02 370 6,689
26 395 6,239 974 2.13 0.34 380 8,548
27 400 6,513 274 2.21 0.08 361 10,604
28 417 5,743 ▲ 770 1.93 ▲ 0.28 392 9,408
29 468 5,465 ▲ 278 1.89 ▲ 0.04 411 8,638
30 394 6,463 998 2.18 0.29 374 9,492
R1 337 6,201 ▲ 262 2.11 ▲ 0.07 308 9,660
2 305 5,950 ▲ 251 1.99 ▲ 0.12 287 9,528
3 416 5,422 ▲ 528 1.83 ▲ 0.16 403 8,365

4 391 5,967 545 2.00 0.17 375 9,191

※加重平均集計は平成５年より開始しました。

※要求額は、最終報の調査時点において把握できた組合の集計結果であり、集計を開始した平成18年より記載しています。

※各年の要求額は、その年の最終報時点で要求額・組合員数・平均賃金額が把握できた組合の加重平均を表しています。
　令和４年は、375組合の集計結果を表しています。

年

妥結額 賃上げ率

集計
組合数

要求額

集計
組合数

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4

図：妥結額・賃上げ率の年次推移 妥結額

賃上げ率
（円） （％）
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■企業規模別の妥結状況 

 

 

■企業規模別 妥結額・賃上げ率の年次推移 

 
※各年の妥結額は、その年の最終報時点で、妥結額・組合員数・平均賃金額が把握できた組合の加重平均を表したものです。 

  

２９人以下 15

３０～９９人 87

１００～２９９人 97

199

73

119

391 総平均 298,887 5,967 2.00

３００～９９９人 282,485 5,867 2.08

 1,000人以上 304,189 6,026 1.98

 ２９９人以下 268,858 5,476 2.04

1.52

258,494 5,377 2.08

5,529 2.03271,977

4,486

企業規模
（従業員数）

集計組合数
平均賃金額

（円）
妥結額
（円）

賃上げ率
（％）

２９９人
以下の
内訳

294,991

         平成30年          令和元年          令和２年          令和３年          令和４年

妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率
（円） （月） （円） （月） （円） （月） （円） （月） （円） （月）

29人以下 3,687 1.37 6,171 2.37 4,256 1.44 5,246 1.89 4,486 1.52

30～99人 5,184 2.01 5,043 1.94 4,591 1.78 4,132 1.63 5,377 2.08

100～299人 5,282 2.00 5,350 2.00 5,461 2.00 4,921 1.82 5,529 2.03

5,244 1.99 5,281 1.99 5,233 1.94 4,760 1.78 5,476 2.04

6,073 2.19 5,789 2.01 5,582 1.93 5,148 1.80 5,867 2.08

6,683 2.19 6,420 2.14 6,060 2.01 5,546 1.84 6,026 1.98

 

299人
以下の
内訳

299人以下

 
300～999人

 1,000人以上

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

妥結額の年次推移

中小

中堅

大手
1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

賃上げ率の年次推移

中小

中堅

大手
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■産業別の妥結状況 （集計組合数：３９１組合） 【加重平均】 

※集計組合数が少ない業種は、平均額の精度が十分でないとみられることから、結果の利用にはご留意ください。 

※要求額は、最終報時点で要求額・組合員数・平均賃金額が明らかな 375 組合の集計結果を表しています。 

【参考】

要求額
（組合） (人） (円) (円） （％） （円）

391 137,988 298,887 5,967 2.00 9,191

276 73,119 304,060 6,307 2.07 8,837

29 4,490 313,029 5,550 1.77 7,936

28 5,102 291,082 6,922 2.38 8,776

3 742 282,600 5,244 1.86 7,024

5 568 267,530 4,779 1.79 6,741

5 7,765 286,810 3,005 1.05 9,258

33 7,465 352,113 8,782 2.49 10,655

3 537 246,931 8,014 3.25 8,404

3 247 237,862 4,142 1.74 7,237

3 281 259,114 4,572 1.76 7,197

18 2,373 310,458 6,018 1.94 10,915

14 3,574 311,482 2,306 0.74 3,971

43 7,939 261,550 5,471 2.09 8,341

66 15,391 307,622 7,944 2.58 10,275

10 2,481 290,808 5,796 1.99 8,633

11 13,764 317,417 6,839 2.15 7,994

2 400 272,754 5,304 1.94 8,418

115 64,869 293,055 5,582 1.90 9,588

1 23 246,966 5,000 2.02 5,000

2 553 261,583 3,134 1.20 6,003

1 3,484 332,900 7,100 2.13 7,800

15 885 311,908 6,268 2.01 11,956

うち、通信・放送

うち、情報サービス 1 11 154,109 1,000 0.65 7,500
うち、情報制作（出版等） 14 874 313,894 6,335 2.02 12,012

28 13,997 304,616 4,692 1.54 10,949

うち、私鉄・バス等 5 8,801 306,854 5,516 1.80 11,788
うち、道路貨物輸送 12 4,004 314,743 3,307 1.05 10,837
うち、郵便業

うち、その他 11 1,192 254,080 3,269 1.29 5,364

46 34,549 291,260 5,316 1.83 8,982

1 3,033 285,298 5,097 1.79 10,404

うち、金融・保険業

うち、不動産業 1 3,033 285,298 5,097 1.79 10,404
うち、物品賃貸業

2 505 278,435 2,402 0.86 2,412

3 855 284,644 6,709 2.36 8,697

2 36 294,558 3,779 1.28 7,363

4 104 287,800 5,088 1.77 27,558

うち、教育・学習支援業 4 104 287,800 5,088 1.77 27,558
うち、医療・福祉

10 6,845 264,094 8,410 3.18 10,955

うち、複合サービス事業 5 4,160 235,558 5,603 2.38 9,736
うち、自動車整備・機械修理 1 209 259,213 7,162 2.76 9,606
うち、賃貸・広告業

うち、その他 4 2,476 312,451 13,232 4.23 13,117

卸売・小売業

金融・保険業、不動産、物品賃貸業

情報通信業

運輸業・郵便業

複合サービス事業、サービス業

輸送用機械器具

その他の製造

学術研究、専門・技術サービス業

飲食店、宿泊業

生活関連サービス業、娯楽業

医療、福祉、教育、学習支援業

非製造業平均

鉱業・採石・砂利

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

非鉄金属

金属製品

機械器具

電子部品・デバイス

電気機械器具

情報通信機械器具

化学

石油・石炭製品

プラスチック製品

ゴム、皮革製品

窯業・土石製品

鉄鋼

製造業平均

食料品・たばこ

繊維、衣服

木材、家具・装備品

パルプ・紙・紙加工品

印刷・同関連

非
製
造
業

妥結人数 平均賃金 妥結額 賃上げ率
産　業

集計
組合数

農林水産業

全産業計

製
造
業
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■産業別 妥結額・賃上げ率の年次推移 

※各年の妥結額は、その年の最終報時点で、妥結額・組合員数・平均賃金額が把握できた組合の加重平均を表したものです。 

 

■参考 単純平均の結果一覧（発表時期別 要求・回答・妥結状況） 

※本表では、組合員数や平均賃金額が把握できたか否かを問わず、要求額・回答額・妥結額のすべてもしくはいずれかが把握できた 

組合をすべて集計対象としています。 

 

■参考 年間一時金・夏季一時金の回答・妥結状況（最終報時点） 

※本集計は、春闘時に合わせて年間一時金または夏季一時金の交渉を実施している組合において単純平均し集計したものです。 

※夏季一時金の調査結果については、６月 15 日以降に順次、発表します。 

　　    平成30年 　　    令和元年 　　    令和２年 　　    令和３年 　　    令和４年

妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率 妥結額 賃上げ率
（円） （月） （円） （月） （円） （月） （円） （月） （円） （月）

6,380 2.14 6,312 2.11 5,998 2.01 5,341 1.78 6,307 2.07

6,586 2.24 6,053 2.11 5,907 1.98 5,493 1.87 5,582 1.90

 

製造業

非製造業

4,000

5,000

6,000

7,000

妥結額の年次推移

製造業

非製造業

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

賃上げ率の年次推移

製造業

非製造業

令和４年 令和３年 令和４年 令和３年 令和４年 令和３年

567組合 601組合 171組合 110組合 101組合 58組合

14,213円 11,546円 5,918円 4,306円 6,403円 5,707円

657組合 658組合 377組合 415組合 273組合 286組合

13,934円 11,393円 5,200円 4,657円 5,838円 5,072円

706組合 713組合 478組合 542組合 413組合 450組合

13,839円 11,574円 5,226円 4,490円 5,315円 4,535円

735組合 773組合 514組合 616組合 479組合 575組合

13,652円 12,729円 5,227円 4,702円 5,227円 4,709円

要求 回答 妥結
令和４年
発表日

4月4日

最終報

第１報

第２報

第３報

4月20日

5月13日

6月6日

区分 集計組合数 回答・妥結額

 65組合 1,259,777円

157組合   601,040円

回答
・

妥結

年間一時金

夏季一時金

内容


